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令 和 ５ 年 ２ 月 草 津 栗 東 行 政 事 務 組 合 議 会 定 例 会 会 議 録  

                                 令 和 ５ 年 ２ 月 １ ７ 日 （ 金 ） 開 会 

１ ． 議   事   日   程  

  第  １ ． 会 議 録 署 名 議 員 の 指 名  

  第  ２ ． 会 期 の 決 定  

  第  ３ ． 議 員 提 出 第 １ 号  

      【 草 津 栗 東 行 政 事 務 組 合 議 会 の 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条

例 案 】  

      提 案 説 明 （ 議 員 提 出 ）  

      質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

  第  ４ ． 議 第 １ 号  

      【 令 和 ５ 年 度 草 津 栗 東 行 政 事 務 組 合 一 般 会 計 予 算 】  

      提 案 説 明 （ 管 理 者 提 出 ）  

      質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

  第  ５ ． 議 第 ２ 号 か ら 議 第 ６ 号 ま で  

      【 草 津 栗 東 行 政 事 務 組 合 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 議 会 の

設 置 お よ び 運 営 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案   

      他 ４ 件 】  

      提 案 説 明 （ 管 理 者 提 出 ）  

      質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

 

１ ． 会 議 に 付 議 し た 事 件  

  日 程 第  １ ． 会 議 録 署 名 議 員 の 指 名  

  日 程 第  ２ ． 会 期 の 決 定  

  日 程 第  ３ ． 議 員 提 出 第 １ 号  

        【 草 津 栗 東 行 政 事 務 組 合 議 会 の 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す

る 条 例 案 】  
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        提 案 説 明 （ 議 員 提 出 ）  

        質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

  日 程 第  ４ ． 議 第 １ 号  

        【 令 和 ５ 年 度 草 津 栗 東 行 政 事 務 組 合 一 般 会 計 予 算 】  

        提 案 説 明 （ 管 理 者 提 出 ）  

        質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

  日 程 第  ５ ． 議 第 ２ 号 か ら 第 ６ 号 ま で  

        【 草 津 栗 東 行 政 事 務 組 合 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 議

会 の 設 置 お よ び 運 営 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 案  他 ４ 件 】  

        提 案 説 明 （ 管 理 者 提 出 ）  

        質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

 

１ ． 会 議 に 出 席 し た 議 員 （ ６ 名 ）  

   １ 番  井  上    薫      ２ 番  遠  藤    覚  

   ３ 番  奥  村  恭  弘      ４ 番  川  嶋    恵  

   ５ 番  里  内  英  幸      ６ 番  武  村    賞  

１ ． 会 議 に 欠 席 し た 議 員  

    な     し  

１ ． 会 議 に 出 席 し た 説 明 員  

   管 理 者    橋   川      渉  

   副 管 理 者    竹   村      健  

   事 務 局 長    鵜   飼   保   彦  

   事 務 局 総 括    吉   水   信   宏  
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１ ． 議 場 に 出 席 し た 事 務 局 職 員  

   書 記   鈴   木   孝   宏  

   書 記   片   岡   和   也  

   書 記   川   口      環  
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開会 午後１時４５分 

○議長（武村 賞） 

  ただいまの出席議員は６名であります。定

足数に達しております。 

  それでは、ただいまから、令和５年２月草

津栗東行政事務組合議会定例会を開催します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  これより日程に入ります。 

～日程第１．会議録署名議員の指名～ 

○議長（武村 賞） 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。 

  会議録署名議員は、会議規則第８１条の規

定により、 

           ３番 奥村 恭弘議員 

           ４番 川嶋  恵議員 

  を指名いたします。 

～日程第２．会期の決定～ 

○議長（武村 賞） 

  日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日１日間といたした

いと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  異議なしと認めます。 

  本定例会の会期は、本日１日間と決定いた

しました。 

～日程第３．議員提出１号～ 

○議長（武村 賞） 

  日程第３、議員提出第１号 草津栗東行政

事務組合議会の個人情報の保護に関する条例

案を上程し、議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  ３番、奥村恭弘議員。 

○３番（奥村 恭弘）登壇 

  議員提出第１号 草津栗東行政事務組合議

会の個人情報の保護に関する条例の制定につ

きまして、提案理由の説明を申し上げます。 

  本件は、個人情報の保護に関する法律の改

正により、地方公共団体の議会については、

法律が規定する個人情報の取扱いに係る規律

の適用対象とされていませんが、個人の権利、

利益の保護という観点から、自律的な対応の

下、個人情報の適切な取扱いが行われること

が望ましいことから、改正法と同様の内容を

条例で定めるため、提案するものでございま

す。 

  以上、議員提出第１号の提案理由の説明と

させていただきます。 

  よろしく御審議いただきますよう、お願い

申し上げます。 

○議長（武村 賞） 

  以上で、提案者の説明は終わりました。 

  これより、議員提出第１号議案に対する質

疑を行います。 

  質疑は、会議規則第４３条第１項ただし書

の規定により、これを許します。質疑の回数

は３回まででありますので御留意ください。



 

― 5 ― 

また、発言はそれぞれの自席でされますよう

お願いいたします。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  質疑なしと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  次に、討論を行います。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結いたします。 

  それでは、ただいま議題となっております

議員提出第１号議案を起立により採決いたし

ます。 

  お諮りいたします。 

  議員提出１号 草津栗東行政事務組合議会

の個人情報の保護に関する条例案について、

原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議員提出第１号議案は、原案のと

おり可決されました。 

～日程第４．議第１号～ 

○議長（武村 賞） 

  日程第４、議第１号 令和５年度草津栗東

行政事務組合一般会計予算について上程し、

議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  橋川管理者。 

○管理者（橋川 渉）登壇 

  本日ここに草津栗東行政事務組合議会定例

会を招集いたしましたところ、議員各位には

御出席を賜り、ありがとうございます。 

  ただいま上程をいただきました議第１号 

令和５年度草津栗東行政事務組合一般会計予

算について、説明を申し上げます。 

  まず、歳入から説明申し上げます。 

  款１、分担金および負担金につきましては、

各市負担金といたしまして、合計１億４，３

４０万９，０００円を計上しております。 

  内訳といたしまして、草津市からの負担金

が９，２６１万４，０００円、栗東市からの

負担金が５，０７９万５，０００円となって

おります。 

  続きまして、歳出について説明を申し上げ

ます。 

  まず、款１、議会費、項１、議会費につき

ましては、１１９万３，０００円を計上して

おります。 

  主な内容といたしまして、議員６人分の報

酬が３０万６，０００円、会議録作成委託料

として１６万５，０００円でございます。 

  続きまして、款２、総務費、項１、総務管
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理費といたしまして５，８１７万９，０００

円を計上しております。 

  主な内容といたしまして、給与等を含む各

種負担金として５，５２３万８，０００円で

ございます。 

  続きまして、款２、総務費、項２、監査委

員費といたしまして２９万円を計上しており

ます。 

  内容といたしましては、監査委員の報酬が

２９万円でございます。 

  続きまして、款３、衛生費、項１、保健衛

生費といたしまして８，２７５万１，０００

円を計上しております。 

  主な内容につきましては、環境影響調査業

務等に係る委託料が８，２４７万５，０００

円でございます。 

  次に、款４、予備費、項１、予備費といた

しまして１００万円を計上いたしております。 

  以上、簡単ではございますが、提案理由の

説明とさせていただきます。何とぞよろしく

御審議をいただき、適正なる議決を賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議長（武村 賞） 

  以上で、提案者の説明は終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  質疑なしと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  次に、討論を行います。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結いたします。 

  それでは、ただいま議題となっております

議第１号議案について採決をいたします。 

  お諮りいたします。 

  議第１号 令和５年度草津栗東行政事務組

合一般会計予算について、原案のとおり決す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第１号議案は、原案のとおり可

決されました。 

～日程第５．議第２号から議第６号まで～ 

○議長（武村 賞） 

  日程第５、議第２号 草津栗東行政事務組

合情報公開・個人情報保護審議会の設置およ

び運営に関する条例の一部を改正する条例案

から、議第６号 草津栗東行政事務組合行政

財産使用料徴収条例案について上程し、一括

議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  橋川管理者。 
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○管理者（橋川 渉）登壇 

  議第２号から議第６号までの各議案につき

まして、提案理由の説明を申し上げます。 

  議第２号につきましては、個人情報の保護

に関する法律の改正により、改正法に基づく

条例を新規制定することに伴い、情報公開・

個人情報保護審議会の条例において引用して

いる法令および例規の改正を行うものでござ

います。 

  議第３号につきましては、個人情報の保護

に関する法律の改正により、これまで国の行

政機関、独立行政法人等、民間事業者、地方

公共団体等で分かれていた制度が一元化され、

地方公共団体に対しても、改正後の個人情報

の保護に関する法律が直接適用されることに

なったことに伴い、条例で定めるべき事項に

つき規定するものでございます。 

  議第４号につきましては、地方公務員法の

改正により、各条例において引用している法

律の条項の改正を行うものでございます。 

  議第５号につきましては、地方公務員法の

改正により、管理監督職勤務上限年齢制を導

入する必要があることから、規定するもので

ございます。 

  議第６号につきましては、地方自治法によ

り、行政財産の使用または公の施設の利用に

ついては、使用料を徴収することができるこ

と、また、使用料等については、条例で規定

する必要があることから、単位および金額を

規定するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、提案理由の

説明とさせていただきます。何とぞよろしく

御審議をいただき、適正なる議決を賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議長（武村 賞） 

  以上で、提案者の説明は終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  質疑なしと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  次に、討論を行います。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結いたします。 

  それでは、ただいま議題となっております

議第２号から議第６号までの議案５件を起立

により順次採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第２号 草津栗東行政事務組合情報公

開・個人情報保護審議会の設置および運営に

関する条例の一部を改正する条例案について、

原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔起 立 全 員〕 
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○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第２号議案は、原案のとおり可

決されました。 

  次に、議第３号議案を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第３号 草津栗東行政事務組合個人情報

保護法施行条例案について、原案のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第３号議案は、原案のとおり可

決されました。 

  次に、議第４号議案を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第４号 草津栗東行政事務組合人事行政

の運営等の状況の公表に関する条例等の一部

を改正する条例案について、原案のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第４号議案は、原案のとおり可

決されました。 

  次に、議第５号議案を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第５号 草津栗東行政事務組合職員の管

理監督職勤務上限年齢による降任等に関する

条例案について、原案のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第５号議案は、原案のとおり可

決されました。 

  次に、議第６号議案を採決いたします。 

  お諮りします。 

  議第６号 草津栗東行政事務組合行政財産

使用料徴収条例案について、原案のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第６号議案は、原案のとおり可

決されました。 

  以上で本日の定例会に付議されました案件

は、全て議了されたものと認めます。 

  この際、管理者より発言の申出があります

ので、これを許します。 

  橋川管理者。 

○管理者（橋川 渉）登壇 

  先ほど提案申し上げました、議第１号から

議第６号までの６議案につきまして、原案ど

おりの議決を賜り、ありがとうございました。 
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  ただいま議長から発言のお許しをいただき

ましたので、今定例会の閉会に当たり、一言

御挨拶を申し上げます。 

  本日、御議決いただきました令和５年度予

算において、環境影響調査や基本計画の策定

等を継続し、火葬場の整備に向けて準備を進

めてまいりますので、議員各位におかれまし

ては今後ともより一層の御支援と御協力を賜

りますようお願い申し上げ、閉会に当たりま

しての挨拶とさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（武村 賞） 

  それでは、これをもちまして令和５年２月

草津栗東行政事務組合議会定例会を閉会いた

します。 

  皆様、御苦労さまでした。 

閉会 午後２時０２分 

 

草津栗東行政事務組合議会会議規則第８１

条の規定により、下記に署名する。 

 

令和５年２月１７日 

 

草津栗東行政事務組合議会議長  武 村   賞 

 

署 名 議 員  奥 村 恭 弘 

 

署 名 議 員  川 嶋   恵 


